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寒河江市条例第１６号 

 

寒河江市水道給水条例及び寒河江市水道事業に係る布設工事監督者 

の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する 

条例の一部を改正する条例 

 

（寒河江市水道給水条例の一部改正） 

第１条 寒河江市水道給水条例（昭和３７年市条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第１項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

第８条第４項第１号ただし書及び第１０条第１項ただし書中「厚生労働省

令」を「国土交通省令」に改める。 

第１１条第２項中「届出で」を「届出をし」に改める。 

第１６条第１項ただし書中「修繕、その他」を「、修繕その他」に改める。 

第１７条第１項ただし書中「分納」を「、分納」に改める。 



 

第２２条第１項ただし書中「ただし次の各号の一に」を「ただし、次の各

号のいずれかに」に改める。 

第２３条第２項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

第２４条第２項中「届け出の上立合」を「届出の上、立会い」に改める。 

第２９条第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２項ただし書

中「申し出で」を「申出」に改める。 

第３２条第２項中「届け出で」を「届出」に改める。 

第３３条第２項中「２カ月分」を「２か月分」に改める。 

第３６条第１項中「自から」を「自ら」に改める。 

第３７条第２項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

第３８条及び第３９条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

（寒河江市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正） 

第２条 寒河江市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに

水道技術管理者の資格基準に関する条例（平成２５年市条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第２号中「前条第１項第１号」を「前条第１号」に、「同項第１号」

を「同条第１号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「同項第４号」を

「同条第４号」に改め、同条第４号中「前条第１項第１号」を「前条第１号」

に、「同項第１号」を「同条第１号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、

「同項第４号」を「同条第４号」に改め、同条第６号中「厚生労働大臣」を

「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


